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公布 条例

◇ 警察職員 特殊勤務手当 関 条例 一部 改正 条例（ ）（警察本部警務課）………

鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例（ ）（〃）………………………………………

鳥取県警察本部 内部組織 関 条例 一部 改正 条例（ ）（〃）……………………

公衆 著 迷惑 暴力的不良行為等 防止 関 条例 一部 改正 条例

（ ）（警察本部生活保安課）…………………………………………………………………………

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例 一部 改正 条例（ ）

（教育委員会事務局高等学校課）……………………………………………………………………

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例（ ）（審査指導室）……

◇警察職員 特殊勤務手当 関 条例 一部 改正 条例

警察職員 人事委員会 定 特別 作業 従事 、勤務 日 円 加算 支給

。（第 条、第 条 関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例

警察官 定員及 階級別定員 次 改 。（第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県警察本部 内部組織 関 条例 一部 改正 条例

警務部 所掌事務 個人情報 保護 関 加 。（第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇公衆 著 迷惑 暴力的不良行為等 防止 関 条例 一部 改正 条例

禁止 卑 行為等 痴漢、盗撮等、例示 明確化 、卑 行為等 対象者 婦

された のあらまし
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定 員
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区 分 改 正 後 現 行

入学年度 月分 授業料 月 日 月 日

月 中途 入学又 復学 場合 当該月分 授業料 翌月 日 翌月 日

上記以外 授業料 毎月 日 毎月 日

の の

の に は をした の の の の

の

４ ５ ５26 22

26 22

26 22

女 人 拡大 。（新第 条関係）

罰金 額 引 上 。（新第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例 一部 改正 条例

授業料（通信制 課程 係 除 。以下同 。） 納付期限日 次 改 。

（第 条関係）

授業料 滞納 学籍 除 者 授業料 免除 関 規定 削 。（第 条関係）

授業料 滞納 退学 処分 行 者 、 得 事情 認 者 対 、

未納 授業料 免除 。（第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例

借受者 死亡 等 育英奨学資金 返還 係 債務 全部又 一部 免除 当該

資金 借受対象者 、高等学校 相当 外国 学校 教育委員会 認 修学 困難 者

加 。

次 掲 資金等 返還 係 債務 免除 条件 、保証人 係 制限 緩和 。

（ ） 介護福祉士等修学資金

（ ） 専修学校等奨学資金

（ ） 特例児童扶養資金

（ ） 看護職員修学資金

（ ） 理学療法士等修学資金

（ ） 漁業研修支援資金

（ ） 育英奨学資金

（ ） 高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金

福祉生奨学金及 地勤務医師等修学資金 返還 係 債務 免除制度 廃止 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

警察職員 特殊勤務手当 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

から に することとした

の を き げることとした

その の の を うこととした

この は から することとした

の を じることとした
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の に るものを く じ の を のとおり めることとした
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の により の を った のうち やむを ない があると められる に しては

の を することができることとすることとした

この は から することとした

の に る の に する の を する

が したとき に の に る の は を することができる

の に に する の のうち が めるものへの が な

を えることとした

に げる の に る の の について に る を することとした

び

びへき の に る の を することとした

この は から することとした

の に する の を する をここに する
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改 正 後 改 正 前

第 条 略

略

警察職員 前条第 項第 号 掲 作業

人事委員会 定 特別 従事 、第

項 定 額 勤務 日 円 加算

。

略

略

略

略

略

略

略

第 条 略

略

第 項 規定 警察職員 前条第 項 人事委員

会 定 特別 作業 従事 、第 項 規

定 、当該作業 係 日額 作業手当 支

給 。 場合 、当該作業 係 日額 作

業手当 額 、同条第 項 規定 加算額 相当

額 。

第 条第 項第 号 掲 作業 係 月額 作業

手当 支給 受 警察職員 前条第 項 人事委員

会 定 特別 作業 従事 、第 項 規

定 、当該作業 係 日額 作業手当 支

給 。 場合 、当該作業 係 日額 作

業手当 額 、同条第 項 規定 加算額 相当

額 。

第 条 略

略

略

略

略

略

略

略

略

第 条 略

略

第 条第 項第 号 掲 作業 係 月額 作業

手当 支給 受 警察職員 前条第 項 人事委員

会 定 特別 作業 従事 、第 項 規

定 、当該作業 係 日額 作業手当 支

給 。 場合 、当該作業 係 日額 作

業手当 額 、前条第 項 規定 加算額 相当

額 。
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鳥取県条例第 号37

警察職員 特殊勤務手当 関 条例 一部 改正 条例

警察職員 特殊勤務手当 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「移動項」 。） 対応 同表 改正後 欄

中項 表示 下線 引 項（以下「移動後項」 。） 存在 場合 、当該移動項 当該移動後項

、移動後項 対応 移動項 存在 場合 、当該移動後項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示 除 。以下「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示及 追加項 除 。） 改 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

の に する の を する
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この は から する
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改 正 後 改 正 前

（定員）

第 条 職員 定員 、次 掲 。

（ ） 警察官 人

略

警部 人

警部補・巡査部長 人

巡査（警察教養施設 新任者

教育訓練中 含 。） 人

（ ） 略

及 略

（定員）

第 条 職員 定員 、次 掲 。

（ ） 警察官 人

略

警部 人

警部補・巡査部長 人

巡査（警察教養施設 新任者

教育訓練中 含 。） 人

（ ） 略

及 略
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1,170

125

646

338

1,160

124

640

335

鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例

鳥取県警察職員定員条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県警察本部 内部組織 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県警察本部 内部組織 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県警察本部 内部組織 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下「移動号」 。） 対応 同表 改正後 欄

中号 表示 下線 引 号（以下「移動後号」 。） 存在 場合 、当該移動号 当該移動後号

、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号 加 。

の を する をここに する
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とし に する が しない には を える
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改 正 後 改 正 前

（警務部 所掌事務）

第 条 警務部 、次 掲 事務

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 個人情報 保護 関 。

（ ） 略

（警務部 所掌事務）

第 条 警務部 、次 掲 事務

。

（ ）～（ ） 略

（ ） 略

改 正 後 改 正 前

（粗暴行為 禁止）

第 条 何人 、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、

興行場、飲食店 他 公衆 出入

場所（以下「公共 場所」 。）又 汽車、電

車、乗合自動車、船舶、航空機 他 公衆 利用

乗物（以下「公共 乗物」 。）

、多数 、又 、通行人、

入場者、乗客等 公衆 対 、 、

等不安 覚 言動 。

（粗暴行為（ 隊行為等） 禁止）

第 条 何人 、婦女 対 、道路、公園、広場、駅、

空港、埠頭、興行場、飲食店 他 公衆 出入

場所（以下「公共 場所」 。）

又 汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機 他

公衆 利用 乗物（以下「公共 乗物」

。） 、婦女 著 恥 、又

婦女 不安 覚 卑 言動

。

何人 、公共 場所又 公共 乗物 、多数

、又 、通行人、入場者、乗客

等 公衆 対 、 、 等不安

の

においては に げる をつかさど

る

の に すること

の
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る

の

も

その の が りすることができ

る の という は

その の が す

ることができる の という

において でうろつき はたむろして

の に し いいがかりをつけ す

ごむ を えさせるような をしてはならない

ぐれん の

も に し

その の が りす

ることができる の という

は その の

が することができる の

という において を しくしゅう させ

は に を えさせるような わいな をして

はならない

も の は の において

でうろつき はたむろして

の に し いいがかりをつけ すごむ を
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附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

公衆 著 迷惑 暴力的不良行為等 防止 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

公衆 著 迷惑 暴力的不良行為等 防止 関 条例 一部 改正 条例

公衆 著 迷惑 暴力的不良行為等 防止 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中条及 項 表示 下線 引 条及 項（以下「移動条項」 。） 対応 同

表 改正後 欄中条及 項 表示 下線 引 条及 項（以下「移動後条項」 。） 存在 場合

、当該移動条項 当該移動後条項 、移動条項 対応 移動後条項 存在 場合 、当該移動条項

（以下「削除条項」 。） 削 、移動後条項 対応 移動条項 存在 場合 、当該移動後条項

（以下「追加条項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条及 項 表示並 削除条項 除 。以下「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条及 項 表示並 追加条項 除 。以下「改正後部分」

。） 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

この は から する

に しく をかける の に する の を する をここに する

に しく をかける の に する の を する

に しく をかける の に する の を の

ように する

の の の び の に が かれた び という に する

の の び の に が かれた び という が する に

は を とし に する が しない には

という を り に する が しない には

という を える

の の の が かれた び の びに を く という

に する の の が かれた び の びに を く

という に め に する が しない には を る
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略

（卑 行為等 禁止）

第 条 何人 、公共 場所又 公共 乗物 、

人 対 、 、人 著 恥 、又

人 不安若 嫌悪 覚 方法 、次

掲 行為 。

（ ） 人 身体 、直接又 衣服 他 身 付

物（以下「衣服等」 。） 上 触

（ ） 衣服等 覆 人 身体又 下着

見 、又 撮影 、若 録画 。

（ ） 前 号 掲 卑 言動

。

何人 、 、公衆浴場、公衆便所、公衆 使

用 更衣室 他公衆 通常衣服 全部又 一部

着 状態 場所 当該状態 人

姿態 撮影 、又 録画 。

（不当 金品 要求行為（ 行為） 禁止）

第 条 略

（押売行為等 禁止）

第 条 略

（景品買 行為 禁止）

第 条 略

（不当 客引行為 禁止）

第 条 略

（ ー ー ー 等 危険行為 禁止）

第 条 略

（罰則）

第 条 第 条 前条 規定 違反

者 、 万円以下 罰金又 拘留若 科料 処

。

常習 第 条 第 条 規定

違反 者 、 月以下 懲役又 万円以下

罰金 処 。

覚 言動 。

略

（不当 金品 要求行為（ 行為） 禁止）

第 条 略

（押売行為等 禁止）

第 条 略

（景品買 行為 禁止）

第 条 略

（不当 客引行為 禁止）

第 条 略

（ ー ー ー 等 危険行為 禁止）

第 条 略

（罰則）

第 条 第 条 前条 規定 違反

者 、 万円以下 罰金又 拘留若 科料 処

。

常習 第 条 第 条 規定

違反 者 、 月以下 懲役又 万円以下 罰

金 処 。

わいな の

も の は の において

に し みだりに を しくしゅう させ は

に しくは を えさせるような で

に げる をしてはならない

の に は その の に ける

という の から れること｡

で われている の は をのぞ

き し は し しくは すること

に げるもののほか､ わいな をす

ること

も みだりに が

できる その が の は

を けない でいる における にある

の を し は してはならない

な の たかり の

の

い の

な の

モ タ ボ ト による の

から までの のいずれかに し

た は の は しくは に

する

として から までの のいずれか

に した は の は の

に する

えさせるような をしてはならない

な の たかり の

の

い の

な の

モ タ ボ ト による の

から までの のいずれかに し

た は の は しくは に

する

として から までの のいずれか

に した は の は の

に する

50

100 10

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

条例 施行前 行為 対 罰則 適用 、 従前 例 。

１ ５ １

２

この は から する

この の にした に する の については なお の による

17



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 29 51 7３

改 正 後 改 正 前

（授業料等 納付方法）

第 条 授業料（通信制 課程 係 除 。） 、

前条第 項 定 額 分 相当 額 、

毎月 日（入学年度 月分 、 月

日） 納付 。 、月

中途 入学又 復学 場合 当該月分 授業料 、

翌月 日 納付 。

～ 略

（中途入学者等 授業料等）

第 条 略

略

（授業料等 減免）

第 条 略

知事 、授業料 滞納 退学 処分 行 者

、 得 事情 認 者 対

、規則 定 、未納 授業料

免除 。

（授業料等 納付方法）

第 条 授業料（通信制 課程 係 除 。） 、

前条第 項 定 額 分 相当 額 、

毎月 日（入学年度 月分 、 月

日） 納付 。 、月

中途 入学又 復学 場合 当該月分 授業料 、

翌月 日 納付 。

～ 略

（中途入学者等 授業料等）

第 条 略

授業料 滞納 学籍 除 者 対 、前

条及 前項 規定 、授業料 徴収

略

（授業料等 減免）

第 条 略

の

の に るものを く は

に める の の に する を そ

れぞれ の にあっては

までに しなければならない ただし の

に は をした の の は

の までに しなければならない

の

の

は の により の を った

のうち やむを ない があると められる に

しては で めるところにより の を

することができる

の

の に るものを く は

に める の の に する を そ

れぞれ の にあっては

までに しなければならない ただし の

に は をした の の は

の までに しなければならない

の

の により を いた に しては

び の にかかわらず を しない｡

の

４

１ １

４ ５

２ ４

５

２

７

２

４

１ １

４ ５

２ ４

５

２

３

７

12

26

26

26

12

22

22

22

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例 一部 改正 条例

鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「移動項」 。） 対応 同表 改正後 欄

中項 表示 下線 引 項（以下「移動後項」 。） 存在 場合 、当該移動項 当該移動後項

、移動項 対応 移動後項 存在 場合 、当該移動項（以下「削除項」 。） 削 、移動

後項 対応 移動項 存在 場合 、当該移動後項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示及 削除項 除 。以下「改正部分」 。） 当該

改正部分 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示及 追加項 除 。） 改 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた という に する の の

の に が かれた という が する には を

とし に する が しない には という を り

に する が しない には という を える

の の の が かれた の び を く という を

に する の の が かれた の び を く に める

この は から する

17 29

63

17

３

４

４ １

鳥取県条例第 号41



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 29 518 ３

改 正 後 改 正 前

知事 、次 表 左欄 掲 貸付金 貸付 受

者（以下「借受者」 。） 同表 中欄 掲

免除 条件 適合 場合 、 同表 右欄 掲

免除 範囲内 返還 係 債務 免除

。

貸付金 種類 免除 条件
免除
範 囲

介

護

福

祉

士

等

修

学

資

金

県内 介護福

祉士及 社会福祉士

充実 資 、養

成施設等（社会福祉士

及 介護福祉士法（昭

和 年法律第 号）第

条第 号若 第

号又 第 条第 号

第 号 規定

基 文部科学大臣

及 厚生労働大臣 指

定 学校、厚生労働

大臣 指定 職業能

力開発促進法（昭和

年法律第 号）第 条

第 項各号 掲

施設若 同法第

条第 項 規定

職業能力開発総合大学

校（以下「職業能力開

発総合大学校」 。）

略

略

第 号 該当

場合 除 、死

亡 、又 精神若

身体 著

障害 受

介護等 業務

従事

（保証人 貸付金

償還

認

場合 除 ）。 債務

全部又

一部

知事 、次 表 左欄 掲 貸付金 貸付 受

者（以下「借受者」 。） 同表 中欄 掲

免除 条件 適合 場合 、 同表 右欄 掲

免除 範囲内 返還 係 債務 免除

。

貸付金 種類 免除 条件
免除
範 囲

介

護

福

祉

士

等

修

学

資

金

県内 介護福

祉士及 社会福祉士

充実 資 、養

成施設等（社会福祉士

及 介護福祉士法（昭

和 年法律第 号）第

条第 号若 第

号又 第 条第 号

第 号 規定

基 文部科学大臣

及 厚生労働大臣 指

定 学校、厚生労働

大臣 指定 職業能

力開発促進法（昭和

年法律第 号）第 条

第 項各号 掲

施設若 同法第

条第 項 規定

職業能力開発総合大学

校（以下「職業能力開

発総合大学校」 。）

略

略

第 号 該当

場合 除 、死

亡 、又 精神若

身体 著

障害 受

介護等 業務

従事

。

債務

全部又

一部

は の の に げる の けを け

た という が の に げる

の に する は それぞれ の に

げる の においてその に る を す

ることができる

の の
の

における

び の

に するため

び

しくは

は

から までの

に づき

び の

した

の した

の に げ

る しくは

に する

という

に す

る を き

し は

しくは に し

い を けたた

め の に

することがで

きなくなったとき

が

を することが

できると められ

る を く｡ の

は

は の の に げる の けを け

た という が の に げる

の に する は それぞれ の に

げる の においてその に る を す

ることができる

の の
の

における

び の

に するため

び

しくは

は

から までの

に づき

び の

した

の した

の に げ

る しくは

に する

という

に す

る を き

し は

しくは に し

い を けたた

め の に

することがで

きなくなったとき

の

は

62 30

39

44

64 15

27

62 30

39

44

64 15

27

７ ２

３ １

３

６ １

１

５ ３

７ ２

３ １

３

６ １

１

５ ３

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

の に る の に する の を する をここに する

の に る の に する の を する

の に る の に する の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を り に する が

しない には を える

の の の の で まれた を る

17 29

44 35

３

鳥取県条例第 号42



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 29 51 9３

又 厚生労働大臣 指

定 養成施設 。

以下 項 同

。） 在学 者 、

将来県内 介護

福祉士又 社会福祉士

業務 従事

対 貸

付 資金

福

祉

生

奨

学

金

有用 人材 育成

、県内 住所

有 者 子等 、高

等学校 在学 心身

健全 修

学能力 有 、 、

経済的理由 修学

困難 者 対

貸 付 奨学金

借受者 死亡

、又 精神若

身体 著 障

害 受 貸付

金 償還

認

（保証

人 貸付金 償還

認

場合 除 。）

債務

全部又

一部

専

修

学

校

等

奨

学

資

金

社会 有用 人材

育成 、県内

同和関係者 子等 、

専修学校、各種学校又

学校教育法（昭和

年法律第 号）第 条

規定 学校（専修

学校及 各種学校 含

。）以外 教育施設

（学校教育 類 教

育 行 、当該

教育 行 同法

以外 法律 特別 規

定 限 。）

、知事 専修学校又

各種学校 準

認 （修業年限

年以上 専修学校

類 教育 行

限 。） 進学

能力 有 経

済的 理由 進学

後修学 困難

対 貸 付 資金

借受者 死亡

、又 精神若

身体 著 障

害 受 貸付

金 償還

認

（保証

人 貸付金 償還

認

場合 除 ）

。
債務

全部又

一部

特

例

児

児童扶養手当法施行

令及 母子及 寡婦福

祉法施行令 一部 改

正 政令（平成 年

政令第 号）附則第

略

借受者 死亡

、又 精神

若 身体 著

障害 受

又 厚生労働大臣 指

定 養成施設 。

以下 項 同

。） 在学 者 、

将来県内 介護

福祉士又 社会福祉士

業務 従事

対 貸

付 資金

専

修

学

校

等

奨

学

資

金

社会 有用 人材

育成 、県内

同和関係者 子等 、

専修学校、各種学校又

学校教育法（昭和

年法律第 号）第 条

規定 学校（専修

学校及 各種学校 含

。）以外 教育施設

（学校教育 類 教

育 行 、当該

教育 行 同法

以外 法律 特別 規

定 限 。）

、知事 専修学校又

各種学校 準

認 （修業年限

年以上 専修学校

類 教育 行

限 。） 進学

能力 有 経

済的 理由 進学

後修学 困難

対 貸 付 資金

借受者 死亡

、又 精神若

身体 著 障

害 受 貸付

金 償還

認

。

債務

全部又

一部

特

例

児

児童扶養手当法施行

令及 母子及 寡婦福

祉法施行令 一部 改

正 政令（平成 年

政令第 号）附則第

略

借受者 死亡

、又 精神

若 身体 著

障害 受

は の

した をいう

この において

じ に する で

において

は

の に しようと

するものに して し

ける

な を す

るため に を

する の で

に する

であるとともに

を し かつ

により

が である に し

て し ける

が した

とき は し

くは に しく

を けたため

を することが

できなくなったと

められるとき

が を す

ることができると

められる を く

の

は

に な を

するため の

の で

は

に する

び を

む の

に する

を うもので

を うにつき

の に の

があるものに る

で が

は に ずると

めるもの

が で

に する を うも

のに る に す

る を しながら

な により

が なものに

して し ける

が した

とき は し

くは に しい

を けたため

を することが

できなくなったと

められるとき

が を す

ることができると

められる を く｡

の

は

び び

の を

する

が し

たとき は

しくは に

しい を けた

は の

した をいう

この において

じ に する で

において

は

の に しようと

するものに して し

ける

に な を

するため の

の で

は

に する

び を

む の

に する

を うもので

を うにつき

の に の

があるものに る

で が

は に ずると

めるもの

が で

に する を うも

のに る に す

る を しながら

な により

が なものに

して し ける

が した

とき は し

くは に しい

を けたため

を することが

できなくなったと

められるとき

の

は

び び

の を

する

が し

たとき は

しくは に

しい を けた

22

26

14
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22

26

14
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１

１

２

１

１

２



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 29 5110 ３

童

扶

養

資

金

条第 項 規定

特例児童扶養資金

貸付金 償還

認

（保証人

貸付金 償還

認 場合

除 。）。

債務

一部

看

護

職

員

修

学

資

金

県内 看護職

員（保健師助産師看護

師法（昭和 年法律第

号。以下「法」

。）第 条、第

条、第 条又 第 条

規定 保健師、助

産師、看護師又 准看

護師 。以下同 。）

確保及 質 向上

資 、看護職員

養成施設（法第 条第

号 規定 文部科

学大臣 指定 学校

若 同条第 号

規定 厚生労働大臣

指定 保健師養成

所、法第 条第 号

規定 文部科学大臣

指定 学校若

同条第 号 規定

厚生労働大臣 指定

助産師養成所、法

第 条第 号 規定

文部科学大臣 指定

学校若 同条

第 号 規定 厚生

労働大臣 指定 看

護師養成所又 法第

条第 号 規定 文

部科学大臣 指定

学校若 同条第

号 規定 都道府県

知事 指定 准看護

師養成所 。以下

同 。） 在学 者

又 大学院 修士課程

看護 関

専門知識 修得

者 、将来県内

看護職員 業

略

略

第 号 該当

場合 除 、借

受者 死亡 、又

精神若 身

体 著 障害

受 看護職

員 業務 従事

（保証

人 貸付金 償還

認 場合

除 。）。

債務

全部又

一部

童

扶

養

資

金

条第 項 規定

特例児童扶養資金

貸付金 償還

認

。

債務

一部

看

護

職

員

修

学

資

金

県内 看護職

員（保健師助産師看護

師法（昭和 年法律第

号。以下「法」

。）第 条、第

条、第 条又 第 条

規定 保健師、助

産師、看護師又 准看

護師 。以下同 。）

確保及 質 向上

資 、看護職員

養成施設（法第 条第

号 規定 文部科

学大臣 指定 学校

若 同条第 号

規定 厚生労働大臣

指定 保健師養成

所、法第 条第 号

規定 文部科学大臣

指定 学校若

同条第 号 規定

厚生労働大臣 指定

助産師養成所、法

第 条第 号 規定

文部科学大臣 指定

学校若 同条

第 号 規定 厚生

労働大臣 指定 看

護師養成所又 法第

条第 号 規定 文

部科学大臣 指定

学校若 同条第

号 規定 都道府県

知事 指定 准看護

師養成所 。以下

同 。） 在学 者

又 大学院 修士課程

看護 関

専門知識 修得

者 、将来県内

看護職員 業

略

略

第 号 該当

場合 除 、借

受者 死亡 、又

精神若 身

体 著 障害

受 看護職

員 業務 従事

。

債務

全部又

一部

４ １

２ ３

５ ６

１

２

１

２

１

２

１

２

５ ３

４ １

２ ３

５ ６

１

２

１

２

１

２

１

２

５ ３

に する ため を

することができな

くなったと めら

れるとき

が を す

ることができると

められる を

く

の

における

と

いう

は

に する

は

をいう じ

の び の に

するため

に する

の した

しくは に

する

の した

に

する

が した しく

は に す

る の

した

に す

る の

した しくは

に する

の した

は

に する

の した

しくは

に する

の した

をいう

じ に する

は の

において に する

を しよう

とする で

において の

に す

る を き

が し

は しくは

に しい を

けたため

の に す

ることができなく

なったとき

が を

することができる

と められる

を く

の

は

に する ため を

することができな

くなったと めら

れるとき

の

における

と

いう

は

に する

は

をいう じ

の び の に

するため

に する

の した

しくは に

する

の した

に

する

が した しく

は に す

る の

した

に す

る の

した しくは

に する

の した

は

に する

の した

しくは

に する

の した

をいう

じ に する

は の

において に する

を しよう

とする で

において の

に す

る を き

が し

は しくは

に しい を

けたため

の に す

ることができなく

なったとき

の

は
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21

22



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 29 51 11３

務 従事

対 貸 付

資金

理

学

療

法

士

等

修

学

資

金

県内 理学療

法士、作業療法士及

言語聴覚士 充実 資

、理学療法士

等養成施設（理学療法

士及 作業療法士法

（昭和 年法律第

号）第 条第 号若

第 号 規定

文部科学大臣 指定

学校若 厚生労

働大臣 指定 理学

療法士養成施設、同法

第 条第 号若

第 号 規定 文部

科学大臣 指定 学

校若 厚生労働大

臣 指定 作業療法

士養成施設又 言語聴

覚士法（平成 年法律

第 号）第 条第

号 第 号 若

第 号 規定

文部科学大臣 指定

学校若 厚生労

働大臣 指定 言語

聴覚士養成所、大学

（短期大学 除 、同

条第 号 規定 厚

生労働大臣 指定

科目 修

場合 限 。）若

職業能力開発総合大

学校 長期課程（同条

第 号 規定 厚生

労働大臣 指定 科

目 修 場

合 限 。） 。

以下同 。） 在学

者 、将来県内

理学療法士、作業

療法士又 言語聴覚士

業務 従事

対 貸

付 資金

略

略

第 号 該当

場合 除 、死

亡 、又 精神若

身体 著

障害 受

理学療法士、作

業療法士又 言語

聴覚士 業務 従

事

（保証人 貸付金

償還

認

場合 除 。）

。

債務

全部又

一部

務 従事

対 貸 付

資金

理

学

療

法

士

等

修

学

資

金

県内 理学療

法士、作業療法士及

言語聴覚士 充実 資

、理学療法士

等養成施設（理学療法

士及 作業療法士法

（昭和 年法律第

号）第 条第 号若

第 号 規定

文部科学大臣 指定

学校若 厚生労

働大臣 指定 理学

療法士養成施設、同法

第 条第 号若

第 号 規定 文部

科学大臣 指定 学

校若 厚生労働大

臣 指定 作業療法

士養成施設又 言語聴

覚士法（平成 年法律

第 号）第 条第

号 第 号 若

第 号 規定

文部科学大臣 指定

学校若 厚生労

働大臣 指定 言語

聴覚士養成所、大学

（短期大学 除 、同

条第 号 規定 厚

生労働大臣 指定

科目 修

場合 限 。）若

職業能力開発総合大

学校 長期課程（同条

第 号 規定 厚生

労働大臣 指定 科

目 修 場

合 限 。） 。

以下同 。） 在学

者 、将来県内

理学療法士、作業

療法士又 言語聴覚士

業務 従事

対 貸

付 資金

略

略

第 号 該当

場合 除 、死

亡 、又 精神若

身体 著

障害 受

理学療法士、作

業療法士又 言語

聴覚士 業務 従

事

。

債務

全部又

一部

に しようとする

ものに して し け

る

における

び

の に

するため

び

し

くは に する

が し

た しくは

が した

しくは

に する

が した

しくは

が した

は

から まで し

くは に する

が し

た しくは

が した

を き

に する

の する

を めようとする

に る しく

は

の

に する

の する

を めようとする

に る をいう

じ に す

る で にお

いて

は

の に しようと

するものに して し

ける

に す

る を き

し は

しくは に し

い を けたた

め

は

の に

することができ

なくなったとき

が

を することが

できると められ

る を く

の

は

に しようとする

ものに して し け

る

における

び

の に

するため

び

し

くは に する

が し

た しくは

が した

しくは

に する

が した

しくは

が した

は

から まで し

くは に する

が し

た しくは

が した

を き

に する

の する

を めようとする

に る しく

は

の

に する

の する

を めようとする

に る をいう

じ に す

る で にお

いて

は

の に しようと

するものに して し

ける

に す

る を き

し は

しくは に し

い を けたた

め

は

の に

することができ

なくなったとき

の

は
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へ

き

のへき その

に まれない

における の を

るため におい

て は を

する で の

へき その

が する

へき

という におい

て は の

に しようとす

るものに して し

ける

を した

から

その やむを

ない により

が と め

たときは が

その める

に

は

を した

ちにへき

において

は の

に し き

き の

を けた の

の に す

る その

に したとき

の

に する

に

の によ

り し は

に して

しくは に

しい を けた

ためその に

することができ

なくなったとき

の

は

に する

を き

に する

に

し は

しくは に し

い を けたた

めその に

することができな

くなったとき

の

における

に する

をいう び

に する

をいう

の に するため

たに における

に する

を き

し は し

くは に しい

を けたため

に するこ

とができなくなっ

たとき が の

における

に する

をいう び

に する

をいう

の に するため

たに における

に する

を き

し は し

くは に しい

を けたため

に するこ

とができなくなっ

たとき の

地

勤

務

医

師

等

修

学

資

金

県内 地 他

医療 恵 地域

医療 確保

図 、大学

医学又 歯学 専攻

者 、将来県内

地診療所 他知

事 指定 医療機関

（以下「 地診療所

等」 。）

医師又 歯科医師

業務 従事

対 貸 付

資金

大学 卒業

日 年（災害、

疾病 他

得 理由

知事 必要 認

、知事

都度定 期

間）以内 医師免

許又 歯科医師免

許 取得 後、

直 地診療

所等 医師

又 歯科医師 業

務 従事 、引

続 修学資金 貸

与 受 期間

分 相当

期間以上 業

務 従事 。

債務

全部

前号 規定

業務従事期間中 、

業務上 事由

死亡 、又 業

務 起因 精神

若 身体 著

障害 受

業務 従

事

。

債務

全部又

一部

前号 該当

場合 除 、第

号 規定 業務

従事期間中 、死

亡 、又 精神若

身体 著

障害 受

業務 従事

。

債務

一部

漁

業

研

修

県内 漁業者

（漁業法（昭和 年法

律第 号）第 条第

項 規定 漁業者

。）及 漁業従

事者（同項 規定

漁業従事者 。）

確保 資 、

新 海面 漁

略

前号 該当

場合 除 、死亡

、又 精神若

身体 著

障害 受

漁業 従事

（保証人 債務

漁

業

研

修

県内 漁業者

（漁業法（昭和 年法

律第 号）第 条第

項 規定 漁業者

。）及 漁業従

事者（同項 規定

漁業従事者 。）

確保 資 、

新 海面 漁

略

前号 該当

場合 除 、死亡

、又 精神若

身体 著

障害 受

漁業 従事

。 債務

１

１

２ ３

２

３

１

２

２

８
２

２

８ 24

267

24

267



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 29 51 13３

支

援

資

金

業 就業

者 、知事 認定 受

研修計画 基

実施 漁業 技術

又 経営方法 修得

研修（以下

「漁業研修」 。）

受 対

貸 付 資金

貸付金 償還

認

場合 除

。）。

全部又

一部

育

英

奨

学

資

金

有用 人材 育成

、県内 住所

有 者 子等 高等

学校、盲学校、聾学校、

養護学校、高等専門学

校、大学（大学 相当

外国 学校

教育委員会 認

含 。）又 専修

学校 在学

、経済的理由

修学 困難 者

対 貸 付 資

金

借受者 死亡

、又 精神若

身体 著 障

害 受 貸付

金 償還

認

（保証

人 貸付金 償還

認

場合 除 。）

。

債務

全部又

一部

高

等

学

校

定

時

制

課

程

及

通

信

制

課

程

修

学

奨

励

金

勤労青少年 高等学

校 定時制 課程及

通信制 課程 修学

促進 、県内

高等学校 定時制

課程若 通信制

課程又 学校教育法第

条第 項 規定

広域 通信制 課程

在学 勤労青少年 、

経済的理由 著

修学 困難

対 貸 付 資金

略

死亡 、又 精

神若 身体

著 障害 受

貸付金 償

還

認

（保証

人 貸付金 償還

認 場合

除 。）。

債務

全部又

一部

備考

支

援

資

金

業 就業

者 、知事 認定 受

研修計画 基

実施 漁業 技術

又 経営方法 修得

研修（以下

「漁業研修」 。）

受 対

貸 付 資金

全部又

一部

育

英

奨

学

資

金

有用 人材 育成

、県内 住所

有 者 子等 高等

学校（高等学校 相当

外国 学校

教育委員会 認

含 ）、盲学校、

聾学校、養護学校、高

等専門学校、大学（大

学 相当 外国 学

校 教育委員会

認 含 。）

又 専修学校 在学

、経済的

理由 修学 困難

者 対 貸

付 資金

借受者 死亡

、又 精神若

身体 著 障

害 受 貸付

金 償還

認

。
債務

全部又

一部

高

等

学

校

定

時

制

課

程

及

通

信

制

課

程

修

学

奨

励

金

勤労青少年 高等学

校 定時制 課程及

通信制 課程 修学

促進 、県内

高等学校 定時制

課程若 通信制

課程又 学校教育法第

条第 項 規定

広域 通信制 課程

在学 勤労青少年 、

経済的理由 著

修学 困難

対 貸 付 資金

略

死亡 、又 精

神若 身体

著 障害 受

貸付金 償

還

認

。

債務

全部又

一部

備考

に しようとする

で の を

けた に づき

される の

は を す

るための

という

を けるものに して

し ける

を する

ことができると

められる を

く

は

な を す

るため に を

する の で

に

する の のうち

が めるも

のを む は

に するものの

うち によ

り が である

に して し ける

が した

とき は し

くは に しい

を けたため

を することが

できなくなったと

められるとき

が を す

ることができると

められる を く

の

は

び

の

の の び

の への

を するため

の の の

しくは の

は

に する

の の に

する で

により し

く が なものに

して し ける

し は

しくは に

しい を け

たため を

することができ

なくなったと め

られるとき

が を

することができる

と められる

を く

の

は

に しようとする

で の を

けた に づき

される の

は を す

るための

という

を けるものに して

し ける

は

な を す

るため に を

する の で

に

する の のうち

が めるも

のを む｡

に する の

のうち が

めるものを む

は に す

るもののうち

により が

である に して し

ける

が した

とき は し

くは に しい

を けたため

を することが

できなくなったと

められるとき
の

は

び

の

の の び

の への

を するため

の の の

しくは の

は

に する

の の に

する で

により し

く が なものに

して し ける

し は

しくは に

しい を け

たため を

することができ

なくなったと め

られるとき

の

は

ろう

ろう
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介護福祉士等修学資金 項免除 条件 欄第

号、第 号及 第 号、看護職員修学資金 項免

除 条件 欄第 号及 第 号、理学療法士等修

学資金 項免除 条件 欄第 号並 地勤

務医師等修学資金 項免除 条件 欄第 号 規

定 業務従事期間 計算 、他 養

成施設等 入学、災害、疾病 他 得

理由 業務 従事

期間 場合 、当該期間終了後直

再 規定 定 当該業

務 従事 、後 業務従事期間 、前

業務従事期間 引 続 。

略

介護福祉士等修学資金 項免除 条件 欄第

号、第 号及 第 号、看護職員修学資金 項免

除 条件 欄第 号及 第 号並 理学療法士

等修学資金 項免除 条件 欄第 号 規定

業務従事期間 計算 、他 養成施設

等 入学、災害、疾病 他 得 理由

業務 従事 期

間 場合 、当該期間終了後直 再

規定 定 当該業務

従事 、後 業務従事期間 、前 業務

従事期間 引 続 。

略

の の の

び の

の の び

の の の びにへき

の の の の

による の については の

への その やむを な

い のためその に することができなかっ

た がある において ち

に びこれらの に めるところにより

に したときは の は の

に き くものとみなす

の の の

び の

の の び びに

の の の の によ

る の については の

への その やむを ない

のためその に することができなかった

がある において ちに

びこれらの に めるところにより に

したときは の は の

に き くものとみなす

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。この は から する17 ４ １


